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議案第６５号 

 

御殿場市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について  

 

 御殿場市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のとおり制

定する。 

 

令和７年１１月２６日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美    

 

御殿場市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業（法第６条の３第２３項に

規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準を定め

るものとする。 

（最低基準の目的） 

第２条 この条例及び第６条の規定に基づく規則において定める基準（以下「最低基準」

という。）は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受

けた職員（乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「乳児等通園支援事業所」とい

う。）の管理者を含む。）が乳児等通園支援（乳児等通園支援事業として行う乳児又は

幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助

をいう。以下同じ。）を提供することにより、利用乳幼児（乳児等通園支援事業を利用

している乳児又は幼児をいう。以下同じ。）が、心身ともに健やかに育成されることを

保障するものとする。 

（最低基準の向上） 

第３条 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属

する乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者」という。）に対し、

最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 

２ 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（最低基準と乳児等通園支援事業者） 

第４条 乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上さ
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せなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者において

は、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 

（乳児等通園支援事業者の一般原則） 

第５条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人

の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及

び地域社会に対し、当該乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努め

なければならない。 

３ 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。 

４ 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公

表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

５ 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設

けなければならない。 

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳

幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

７ 乳児等通園支援事業者は、御殿場市暴力団排除条例（平成２４年御殿場市条例第２４

号）第２条第４号に規定する暴力団等であってはならない。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６６号 

 

御殿場市新型コロナウイルス感染症対策推進基金条例を廃止する条例制定について  

 

 御殿場市新型コロナウイルス感染症対策推進基金条例を廃止する条例を次のとおり制定

する。 

 

令和７年１１月２６日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美    

 

御殿場市新型コロナウイルス感染症対策推進基金条例を廃止する条例 

 

 御殿場市新型コロナウイルス感染症対策推進基金条例（令和２年御殿場市条例第３２

号）は、廃止する。  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第６７号 

 

御殿場市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

 

 御殿場市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和７年１１月２６日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美    

 

御殿場市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

第１条 御殿場市印鑑条例（昭和６３年御殿場市条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

  第１０条の２を次のように改める。 

  （個人番号カード等による印鑑登録証明書の交付等） 

第１０条の２ 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード等（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード及び電気通信事業法（昭和５９

年法律第８６号）第１２条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備をいう。以

下同じ。）を使用して民間事業者が設置する多機能端末機（個人番号カード等を使用

することにより自動で証明書を交付することができるものに限る。）により、印鑑登

録証明書の交付の申請をすることができる。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることの確認並びに印

鑑登録証明書の作成及び交付を当該多機能端末機により行うものとする。 

３ 第１項の規定により個人番号カード等を使用して印鑑登録証明書の交付を受けよ

うとする者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第７項又は同法第３５条の２第７項

の定めるところにより、事前に同法第２２条第１項に規定する個人番号カード用利

用者証明用電子証明書又は同法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用

者証明用電子証明書の発行を受けなければならない。 

  第１０条の３を削る。 

第２条 御殿場市印鑑条例の一部を次のように改正する。 

  第１０条の２第１項中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３
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号ロ」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条及び次項の規定は令和８年１月１日から、第２条の規定は電気通信

事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法

律第４６号）の施行の日から施行する。 

 （御殿場市手数料条例の一部改正） 

２ 御殿場市手数料条例（昭和５８年御殿場市条例第３９号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表中「、移動端末設備又は住民基本台帳カード」を「又は移動端末設備」に改める。 
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議案第６８号 

 

御殿場市債権管理条例の一部を改正する条例制定について 

 

 御殿場市債権管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和７年１１月２６日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美    

 

   御殿場市債権管理条例の一部を改正する条例 

 

 御殿場市債権管理条例（令和４年御殿場市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項第７号中「あった場合」の次に「又はその相続人が存在しない場合（そ

の相続人の存在が明らかでない場合を含む。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

 (8) 当該債権の存在について法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みが

ないものと認めたとき。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６９号 

 

御殿場市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 

 

 御殿場市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和７年１１月２６日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美    

 

   御殿場市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 御殿場市営住宅条例（平成９年御殿場市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項第１号を次のように改める。 

 (1) 規則で定める誓約書を提出すること。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の御殿場市営住宅条例の規定は、施行日以後に入居の決定をし

た者について適用し、施行日前に入居の決定をした者については、なお従前の例によ

る。 
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議案第７０号 

 

御殿場市上水道事業給水条例等の一部を改正する条例制定について  

 

 御殿場市上水道事業給水条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和７年１１月２６日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美    

 

御殿場市上水道事業給水条例等の一部を改正する条例  

 

（御殿場市上水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 御殿場市上水道事業給水条例（平成１０年御殿場市条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第７条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長又は他の市町村長が

同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限り

でない。 

  第４０条及び第４１条を次のように改める。 

  （技術者の資格） 

 第４０条 法第１２条第２項の条例で定める資格は、次のとおりとする。  

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。以下同

じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学において土木工学科又

はこれに相当する課程を修めて卒業した後、３年以上水道、工業用水道、下水道、

道路又は河川（以下この項において「水道等」という。）に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。）  

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気

工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、４年以上水道等に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者に限る。）  

(3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。）若しく

は高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校（次
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号において「短期大学等」という。）において土木科又はこれに相当する課程を修

めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号

において同じ。）、５年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

（２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）  

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）  

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和１８年

勅令第３６号）による中等学校（次号において「高等学校等」という。）において

土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、７年以上水道等に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者（３年６月以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。）  

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（４年

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）  

(7) １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（５年

以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）  

(8) 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において

１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科

において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第１号の卒業者に

あっては２年以上、第２号の卒業者にあっては３年以上水道等に関する技術上の実

務に従事した経験を有するもの（第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒

業者にあっては１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

に限る。）  

(9) 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課程に相当する課程を、

それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、

それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者（それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の

１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）  

(10) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次試験の

うち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択した

者に限る。）であって、１年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有

するもの（６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。）  
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(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及び第２項の規

定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道

等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（１年６月以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

  （水道技術管理者の資格） 

 第４１条 法第１９条第３項の条例で定める資格は、次のとおりとする。  

(1) 前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において、土木工学科若し

くは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教育法による専門

職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同項第１号に規定する学校の卒業者

については３年以上、同項第３号に規定する学校の卒業者（同法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了者）については５年以上、同項第５号に規定する学校

の卒業者については７年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(2) 前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において、工学、理学、農

学、医学若しくは薬学に関する課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び土

木科並びにこれらに相当する課程を除く。）を修めて卒業した後（学校教育法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同項第１号に規定する学校の

卒業者については４年以上、同項第３号に規定する学校の卒業者（同法による専門

職大学の前期課程にあっては、修了者）については６年以上、同項第５号に規定す

る学校の卒業者については８年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(3) １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者  

(4) 前条第１項第１号、第３号及び第５号に規定する学校において、工学、理学、農

学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒

業した（当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この号

において「専門職大学前期課程」という。）を修了した場合を含む。）後、同項第

１号に規定する学校の卒業者については５年以上、同項第３号に規定する学校の卒

業者（専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。）については７年

以上、同項第５号に規定する学校の卒業者については９年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者  

(5) 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程又は前号に規定する

課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と

同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課
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程を修了した者  

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格した者

（選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。）であって、１年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(8) 建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る１級

の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有するもの 

２ １日最大給水量が１万立方メートル以下である専用水道に係る前項の規定の適用

については、同項第１号中「３年以上」とあるのは「１年６月以上」と、「５年以

上」とあるのは「２年６月以上」と、「７年以上」とあるのは「３年６月以上」と、

同項第２号中「４年以上」とあるのは「２年以上」と、「６年以上」とあるのは

「３年以上」と、「８年以上」とあるのは「４年以上」と、同項第３号中「１０年

以上」とあるのは「５年以上」と、同項第４号中「５年以上」とあるのは「２年６

月以上」と、「７年以上」とあるのは「３年６月以上」と、「９年以上」とあるの

は「４年６月以上」と、同項第５号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験

年数の２分の１以上」と、同項第７号中「１年以上」とあるのは「６月以上」と、

同項第８号中「３年以上」とあるのは「１年６月以上」とそれぞれ読み替えるもの

とする。  

（御殿場市簡易水道事業給水条例の一部改正） 

第２条 御殿場市簡易水道事業給水条例（平成１０年御殿場市条例第２０号）の一部を次

のように改正する。  

第７条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長又は他の市町村長が

同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限り

でない。 

  第４０条及び第４１条を次のように改める。 

  （技術者の資格） 

 第４０条 法第１２条第２項の条例で定める資格は、次のとおりとする。  

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。以下同

じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学において土木工学科又

はこれに相当する課程を修めて卒業した後、１年６月以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電 

気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、２年以上水道に関する技
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術上の実務に従事した経験を有する者 

(3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。）若しく

は高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校（次

号において「短期大学等」という。）において土木科又はこれに相当する課程を修

めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号

において同じ。）、２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて 

卒業した後、３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和１８ 

年勅令第３６号）による中等学校（次号において「高等学校等」という。）におい

て土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、３年６月以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて 

卒業した後、４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者  

(7) ５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(8) 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科におい 

て１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻

科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第１号の卒業者

にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６月以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有するもの 

(9) 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課程に相当する課程を、

それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、

それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者  

(10) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次試験の

うち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択した

者に限る。）であって、６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

るもの 

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及び第２項の規

定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、１年６月以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

  （水道技術管理者の資格） 

第４１条 法第１９条第３項の条例で定める資格は、次のとおりとする。  
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(1) 前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において、土木工学科若し

くは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教育法による専門

職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同項第１号に規定する学校を卒業し

た者については１年６月以上、同項第３号に規定する学校を卒業した者（同法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）については２年６月以上、同項

第５号に規定する学校を卒業した者については３年６月以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

(2) 前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において、工学、理学、農

学、医学若しくは薬学に関する課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び土

木科並びにこれらに相当する課程を除く。）を修めて卒業した後（学校教育法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同項第１号に規定する学校の

卒業者については２年以上、同項第３号に規定する学校の卒業者（同法による専門

職大学の前期課程にあっては、修了者）については３年以上、同項第５号に規定す

る学校の卒業者については４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(3) ５年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(4) 前条第１項第１号、第３号及び第５号に規定する学校において、工学、理学、農

学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒

業した（当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この号

において「専門職大学前期課程」という。）を修了した場合を含む。）後、同項第１

号に規定する学校の卒業者については２年６月以上、同項第３号に規定する学校の

卒業者（専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。）については３

年６月以上、同項第５号に規定する学校の卒業者については４年６月以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程又は前号に規定する

課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と

同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の

２分の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課

程を修了した者 

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格した者 

（選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。）であって、６月以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(8) 建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る１ 
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級の技術検定に合格した者であって、１年６月以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有するもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第７１号 

 

トイレトラックの取得について  

 

 トイレトラックについて、次のとおり取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年御殿場市条例第５号）第３条の規定により、

議会の議決を求める。  

 

 令和７年１１月２６日 提 出 

 

                      御殿場市長 勝 又 正 美    

 

１ 取 得 物 件   トイレトラック 

 

 ２ 取 得 の 方 法   随意契約 

 

 ３ 取 得 金 額   ２６，４７５，９００円 

 

 ４ 契約の相手方   御殿場市東山９９０番地 御殿場コート４Ｊ 

            一般社団法人助けあいジャパン 

            共同代表理事 石川 淳哉 
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議案第７２号 

 

御殿場市富士山交流センターの指定管理者の指定について  

 

御殿場市富士山交流センターの指定管理者について、次のとおり指定したいので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項及び御殿場市公の施設の指定

管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年御殿場市条例第１４号）第５条の規定によ

り、議会の議決を求める。  

 

  令和７年１１月２６日 提 出 

 

                      御殿場市長 勝 又 正 美    

 

１ 施設の名称   御殿場市富士山交流センター  

 

２ 指定管理者   御殿場市印野１６９９番地  

一般社団法人印野郷土振興協会  

理事長 勝間田 政道 

 

３ 指定の期間   令和８年４月１日から令和１２年３月３１日まで  
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議案第７３号 

 

御殿場市地区コミュニティ供用施設等の指定管理者の指定について  

 

御殿場市地区コミュニティ供用施設等の指定管理者について、次のとおり指定したい

ので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項及び御殿場市公の施

設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年御殿場市条例第１４号）第５条の

規定により、議会の議決を求める。  

 

  令和７年１１月２６日 提 出 

 

                      御殿場市長 勝 又 正 美    

 

１ 施設の名称   別表のとおり  

 

２ 指定管理者   別表のとおり 

 

３ 指定の期間   令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで  

 

別表 

№ 施設の名称 
指 定 管 理 者 

名  称 代 表 者 所 在 地 

１ 
御殿場地区コミュニティ

供用施設 
御殿場区 御殿場区長 

御 殿 場 市 御 殿 場   

１９０番地の２ 

２ 
東山地区コミュニティ 

供用施設 
東山区 東山区長 

御 殿 場 市 東 山    

１０１７番地の１ 

３ 
二の岡地区コミュニティ

供用施設 
二の岡区 二の岡区長 

御 殿 場 市 二 の 岡   

一丁目３番１５号 

４ 
新橋地区コミュニティ 

供用施設 
新橋区 新橋区長 

御 殿 場 市 新 橋    

２０８１番地の２ 

５ 
萩原地区コミュニティ 

供用施設 
萩原区 萩原区長 

御 殿 場 市 萩 原    

５０８番地の１ 
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６ 
二枚橋地区コミュニティ

供用施設 
二枚橋区 二枚橋区長 

御 殿 場 市 二 枚 橋   

２２９番地の１ 

７ 
西田中地区コミュニティ

供用施設 
西田中区 西田中区長 

御 殿 場 市 北 久 原   

６０３番地の１ 

８ 
永原地区コミュニティ 

供用施設 
永原区 永原区長 

御 殿 場 市 萩 原    

１３６０番地の１１９ 

９ 
萩蕪地区コミュニティ 

供用施設 
萩蕪区 萩蕪区長 

御 殿 場 市 萩 蕪    

１５２番地の６ 

１０ 
中清水地区コミュニティ

供用施設 
中清水区 中清水区長 

御 殿 場 市 中 清 水   

１７７番地の１ 

１１ 
駒門地区児童厚生体育 

施設 
駒門区 駒門区長 

御 殿 場 市 駒 門    

４７１番地 

１２ 
大坂地区コミュニティ 

供用施設 
大坂区 大坂区長 

御 殿 場 市 大 坂    

２４９番地の１ 

１３ 
高内地区コミュニティ 

供用施設 
高内区 高内区長 

御 殿 場 市 神 山    

４００番地の１ 

１４ 
尾尻地区コミュニティ 

供用施設 
尾尻区 尾尻区長 

御 殿 場 市 神 山    

９３０番地の７ 

１５ 
川島田地区コミュニティ

供用施設 
川島田区 川島田区長 

御 殿 場 市 川 島 田   

９２３番地 

１６ 
永塚地区コミュニティ 

供用施設 
永塚区 永塚区長 

御 殿 場 市 永 塚    

６９２番地の１ 

１７ 
茱萸沢上地区コミュニ

ティ供用施設 

茱萸沢上

区 

茱萸沢上区

長 

御 殿 場 市 茱 萸 沢   

８９３番地の１ 

１８ 
中畑東地区コミュニティ

供用施設 
中畑東区 中畑東区長 

御 殿 場 市 中 畑    

２６８番地の２ 

１９ 
中畑北地区コミュニティ

供用施設 
中畑北区 中畑北区長 

御 殿 場 市 中 畑    

８７６番地の９ 

２０ 
中畑南地区コミュニティ

供用施設 
中畑南区 中畑南区長 

御 殿 場 市 中 畑    

１６６７番地の１ 

２１ 
中畑西地区コミュニティ

供用施設 
中畑西区 中畑西区長 

御 殿 場 市 中 畑    

１７７７番地の３ 
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２２ 
川柳地区コミュニティ 

供用施設 
川柳区 川柳区長 

御 殿 場 市 川 柳    

２７番地 

２３ 
小木原地区コミュニティ

供用施設 
小木原区 小木原区長 

御 殿 場 市 印 野    

２２０９番地の１ 

２４ 
時之栖地区コミュニティ

供用施設 
時之栖区 時之栖区長 

御 殿 場 市 印 野    

１７５９番地の１ 

２５ 
印 野 南 地 区 学 習 等   

供用施設 
印野区 印野区長 

御 殿 場 市 印 野    

８６６番地の１ 
２６ 

印野地区コミュニティ 

供用施設 

２７ 
塚原地区コミュニティ 

供用施設 
塚原区 塚原区長 

御 殿 場 市 塚 原    

８５９番地の２ 

２８ 
山之尻地区コミュニティ

供用施設 
山之尻区 山之尻区長 

御 殿 場 市 山 之 尻   

９０７番地の１ 

２９ 
柴怒田地区コミュニティ

供用施設 
柴怒田区 柴怒田区長 

御 殿 場 市 柴 怒 田   

１１７番地の１ 
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議案第７４号 

 

御殿場市たくみの郷の指定管理者の指定について  

 

 御殿場市たくみの郷の指定管理者について、次のとおり指定したいので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項及び御殿場市公の施設の指定管理者の

指定手続等に関する条例（平成１７年御殿場市条例第１４号）第５条の規定により、議会

の議決を求める。   

 

  令和７年１１月２６日 提 出 

 

                      御殿場市長 勝 又 正 美    

 

１ 施設の名称   御殿場市たくみの郷  

 

２ 指定管理者   御殿場市印野１６９９番地  

一般社団法人印野郷土振興協会  

理事長 勝間田 政道 

 

３ 指定の期間   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  
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議案第７５号 

 

駿東地域職業訓練センターの指定管理者の指定について  

 

 駿東地域職業訓練センターの指定管理者について、次のとおり指定したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項及び御殿場市公の施設の指定管理

者の指定手続等に関する条例（平成１７年御殿場市条例第１４号）第５条の規定により、

議会の議決を求める。  

 

  令和７年１１月２６日 提 出 

 

                      御殿場市長 勝 又 正 美    

 

１ 施設の名称   駿東地域職業訓練センター  

 

２ 指定管理者   御殿場市神山１１９１番地の２  

          職業訓練法人駿東地域職業能力開発協会  

          会長 勝又 正美 

 

３ 指定の期間   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  
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議案第７６号 

 

御殿場市都市公園（秩父宮記念公園及び遊ＲＵＮパーク玉穂、友愛パーク・  

朝日を除く）の指定管理者の指定について  

 

御殿場市都市公園（秩父宮記念公園及び遊ＲＵＮパーク玉穂、友愛パーク・朝日を除

く）の指定管理者について、次のとおり指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律    

第６７号）第２４４条の２第６項及び御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関す

る条例（平成１７年御殿場市条例第１４号）第５条の規定により、議会の議決を求める。  

 

  令和７年１１月２６日 提 出 

 

                      御殿場市長 勝 又 正 美    

 

１ 施設の名称   御殿場市都市公園（秩父宮記念公園及び遊ＲＵＮパーク玉穂、 

友愛パーク・朝日を除く） 

 

２ 指定管理者   御殿場市川島田１４４６番地の２４ 

          御殿場総合サービス株式会社 

代表取締役 岸 泰弘 

 

３ 指定の期間   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  
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